
事 務 連 絡

平成26年4月10日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期 高齢者医 療主管課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その３）

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成26年厚生労働省告示第57

号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項

について」（平成26年３月５日保医発0305第３号）等により、平成26年４月１

日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義

照会資料を別添１から別添３のとおり取りまとめたので、参考までに送付いた

します。

なお、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（平成26年3月31日付事務

連絡）を別添４、「疑義解釈資料の送付について（その２）」（平成26年4月4日

付事務連絡）を別添５のとおり訂正いたしますので、併せて送付いたしします。



訪問看護 - 1

〈 別 添 ３ 〉

訪問看護療養費関係

【機能強化型訪問看護管理療養費】

（問１）看護職員の常勤数の要件はサテライトに配置している看護職員数も含んだ

人数となっているが、例えば、主たる事業所とサテライトの所在地が異なる

市町村でもかまわないのか。

（答） 二次医療圏内に設置されていることを基本とし、隣接する医療圏にサテライ

トが存在する場合は、主たる事業所とサテライトの所在地について、地域の人口

や医療資源等を踏まえて個別に判断する必要がある。




